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第７回教育研究評議会議事要録

１ 日 時 令和５年１１月８日（水）１３時４１分～１４時３２分

２ 場 所 Ａ３会議室（人文棟６階）

２ 出 席 者 佐古議長，梅津評議員，美馬評議員，田中評議員，高橋評議員，

速水評議員，原評議員，小澤評議員，秋田評議員，武田評議員，

内藤評議員，小坂評議員，吉井評議員，原田評議員，福井評議員，

川上評議員

欠 席 者 なし

陪 席 者 近藤監事，井関監事

４ 審議事項

（１）教員人事について

①発達心理学担当講師または准教授の採用について

【資料１－１～１－４】，【資料回収１－２，１－４】

梅津評議員から，資料１－１～１－４に基づき，発達心理学担当講師または准

教授の採用について，選考経過及び選定理由等の説明があり，審議の結果，資料

１－１に掲げる候補者を，令和６年４月１日付けで准教授として採用することと

し，併せて，大学院授業担当教員の資格認定及び大学院授業担当科目の認定につ

いて，これを承認した。

なお，所属は，人間教育専攻心理臨床コースとすることとした。

②数学教育学担当講師または准教授の採用について

【資料１－５～１－８】，【資料回収１－６，１－８】

梅津評議員から，資料１－５～１－８に基づき，数学教育学担当講師または准

教授の採用について，選考経過及び選定理由等の説明があり，審議の結果，資料

１－５に掲げる候補者を，令和６年４月１日付けで准教授として採用することと

し，併せて，大学院授業担当教員の資格認定及び大学院授業担当科目の認定につ

いて，これを承認した。

なお，所属は，高度学校教育実践専攻数学科教育コースとすることとした。

③生物学及び理科教育担当講師または准教授の採用について

【資料１－９～１－１２】，【資料回収１－１０，１－１２】

梅津評議員から，資料１－９～１－１２に基づき，生物学及び理科教育担当講

師または准教授の採用について，選考経過及び選定理由等の説明があり，審議の

結果，資料１－９に掲げる候補者を，令和６年４月１日付けで准教授として採用

することとし，併せて，大学院授業担当教員の資格認定及び大学院授業担当科目
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の認定について，これを承認した。

なお，所属は，高度学校教育実践専攻理科教育コースとすることとした。

④声楽担当講師または准教授の採用について

【資料１－１３～１－１６】，【資料回収１－１４，１－１６】

梅津評議員から，資料１－１３～１－１６に基づき，声楽担当講師または准教

授の採用について，選考経過及び選定理由等の説明があり，審議の結果，資料１

－１３に掲げる候補者を，令和６年４月１日付けで講師として採用することとし，

併せて，大学院授業担当教員の資格認定及び大学院授業担当科目の認定について，

これを承認した。

なお，所属は，高度学校教育実践専攻音楽科教育コースとすることとした。

⑤乳幼児発達支援担当講師または准教授の採用について

【資料１－１７～１－２０】，【資料回収１－１８，１－２０】

梅津評議員から，資料１－１７～１－２０に基づき，乳幼児発達支援担当講師

または准教授の採用について，選考経過及び選定理由等の説明があり，審議の結

果，資料１－１７に掲げる候補者を，令和６年４月１日付けで准教授として採用

することとし，併せて，大学院授業担当教員の資格認定及び大学院授業担当科目

の認定について，これを承認した。

なお，所属は，高度学校教育実践専攻幼児教育コースとすることとした。

⑥教育経営学担当講師または准教授の採用について

【資料１－２１～１－２４】，【資料回収１－２２，１－２４】

梅津評議員から，資料１－２１～１－２４に基づき，教育経営学担当講師また

は准教授の採用について，選考経過及び選定理由等の説明があり，審議の結果，

資料１－２１に掲げる候補者を，令和６年４月１日付けで准教授として採用する

こととし，併せて，大学院授業担当教員の資格認定及び大学院授業担当科目の認

定について，これを承認した。

なお，所属は，高度学校教育実践専攻学校づくりマネジメントコースとするこ

ととした。

⑦教育方法学，教師教育学担当講師または准教授の採用について

【資料１－２５～１－２８】，【資料回収１－２６，１－２８】

梅津評議員から，資料１－２５～１－２８に基づき，教育方法学，教師教育学

担当講師または准教授の採用について，選考経過及び選定理由等の説明があり，

審議の結果，資料１－２５に掲げる候補者を，令和６年４月１日付けで准教授と

して採用することとし，併せて，大学院授業担当教員の資格認定及び大学院授業

担当科目の認定について，これを承認した。

なお，所属は，高度学校教育実践専攻教員養成特別コースとすることとした。
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（２）任期付大学教員に関する申合せの制定について 【資料２】

梅津評議員から，資料２に基づき，多様な経歴を有する人材を本学の教育に活か

すことを目的に，「任期付大学教員に関する申合せ」を制定する旨の説明があり，

審議の結果，原案のとおり制定することを承認した。

本審議において，任期付大学教員の業務等について，次の点を確認した。

・教育研究評議会で報告対象となる学内各種委員会委員としての業務を免除する

・その他大学運営に関する業務を免除する

・教授会，専攻会議，コース会議等教員組織における教育及び管理運営に係る会

議は参画する

（３）大学教員の再任用の取り下げについて 【資料３】

佐古議長から，資料３に基づき，第６回教育研究評議会で再任用を承認した教員

人事について，うち１名を取り下げる旨の説明があり，審議の結果，取り下げを承

認した。

（４）国立大学法人鳴門教育大学核燃料物質計量管理規則の制定について 【資料４】

田中評議員から，資料４に基づき，核燃料物質の適正な計量管理を確保するため，

「国立大学法人鳴門教育大学核燃料物質計量管理規則」を制定する旨の説明があり，

審議の結果，原案のとおり制定することを承認した。

（５）その他

特になし

５ 報告事項

（１）教員選考委員会の設置について 【資料５】

梅津評議員から，資料５に基づき，第６回教育研究評議会で選考の開始が承認さ

れた教員人事について，以下の教員選考委員会を設置した旨報告があった。

①日本語教育・日本文化分野担当教員選考委員会

②国際理数教育分野担当教員選考委員会

（２）国立大学法人鳴門教育大学特定研究員の受入れについて 【資料６】

田中評議員から，資料６に基づき，科学研究費助成事業「基盤研究（C）」の採

択が確定した退職教員（令和６年３月末退職）１名を国立大学法人鳴門教育大学

特定研究員として受入れることとした旨報告があった。
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（３）持続可能な遠隔教育プログラムについて 【資料７】

佐古議長から，資料７に基づき，持続可能な遠隔教育プログラムとするため，教

科・総合系で遠隔教育プログラムを開設する方針となったことの経緯及び今後の予

定等について報告があった。

（４）その他

特になし

○１２月開催の総務委員会及び教育研究評議会は，合同形式により
１２月１３日（水）１３時１０分から開催する。


